
手口

久

希

言
語
と
沈
黙
を
超
え
て

ー
王
坦
之
廃
荘
論
考

序

何
妻
・
王
弼
を
領
袖
と
す
る
貌
吾
玄
拳
は
、
『
老
子
』
『
延
子
』
『
周
易
』
の
い
わ
ゆ
る
「
三
玄
」
に
依
援
し
つ
つ
、
「
無
」
や
「
道
」
と
い
っ
た
形
而
上
的
諸
概
念
を
究
墨

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
息
子
間
的
方
向
性
は
後
世
に
多
大
な
影
響
を
輿
え
て
い
た
が
、

二
万
で
そ
れ
は
、
儒
教
の
債
値
を
破
壊
さ
せ
か
ね
な
い
内
容
を
も
つ
も

の
と
危
険
祝
さ
れ
て
受
け
止
め
ら
れ
で
も
い
た
。
そ
し
て
「
無
」
を
標
植
樹
す
る
彼
ら
に
釣
抗
す
る
も
の
と
し
て
、
西
耳
目
期
に
は
裳
領
・
郭
象
ら
が
「
有
」
を
中
心
に
据
え
た

議
論
を
展
開
し
て
い
た
。
以
上
の
こ
と
は
思
想
史
上
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
本
稿
は
さ
ら
に
そ
の
後
の
東
膏
期
の
き
一
口
説
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
営
時
の
言
語
思
想
が
従
来
の
思
索
を
超
克
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
玉
坦
之
「
藤
嘉
論
」
を
中
心
に
、
そ
の
思
想
の
背
後
に
存
在
し
て
い
た
歴
史
的

な
思
想
的
堆
積
を
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
論
じ
る
。

I 

西
E

日
・
東
晋
の
曲
学
問
的
朕
況
を
総
括
的
に
論
じ
た
『
音
量
閏
』
儒
林
停
の
記
述
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

[

酒

量

官

]

【

東

看

]

い

た

[

孔

子

]

し

り

ぞ

有
菅
は
始
め
中
朝
よ
り
江
左
に
迄
る
ま
で
、
華
競
を
崇
飾
し
、
虚
玄
を
組
鴻
せ
ざ
る
こ
と
莫
し
。
関
里
の
典
経
を
掻
け
、
正
始
の
徐
論
を
習
い
、
植
法
を
指
し
て
流

俗
と
矯
し
、
縦
誕
を
目
し
て
以
て
清
高
と
し
て
、
遂
に
憲
章
を
し
て
弛
癒
せ
し
め
、
名
教
を
し
て
頒
毅
せ
し
む
。

(
有
菅
始
白
中
朝
迄
於
江
左
、
莫
不
崇
飾
華
競
、
祖
逮
虚
玄
。
携
関
星
之
典
経
、
習
正
始
之
徐
論
、
指
躍
法
矯
流
俗
、
目
縦
誕
以
清
高
、
途
使
憲
章
弛
藤
、
名
数
類
毅
。
)

六
五



六
六

[
塁
間
書
』
儒
林
停
]

墨
田
書
』
儒
林
停
に
は
、
西
耳
目
か
ら
東
耳
目
に
か
け
て
、
儒
数
経
典
の
債
値
が
失
墜
し
、
躍
数
の
混
凱
や
且
干
問
的
混
迷
が
長
期
に
わ
た
り
引
き
績
い
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
墨
田
書
』
儒
林
俸
は
そ
の
原
因
を
「
正
始
の
徐
論
」
す
な
わ
ち
三
園
貌
・
正
始
年
関
に
活
躍
し
た
何
委
・
王
弼
ら
の
さ
ら
に
残
浮
的
言
論
を
習
継
す
る
ば
か

η
で、

謹
法
を
流
俗
と
し
、
縦
誕
を
清
高
と
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
表
層
的
に
債
値
の
逆
縛
を
言
い
立
て
る
軽
悦
な
思
想
の
持
ち
主
た
ち
が
主
流
で
あ
っ
た
が
た
め
で
あ
る
と
す
る
。

さ
ら
に
は
、
彼
ら
の
行
局
は
ま
た
、
園
家
の
憲
章
を
崩
落
さ
せ
、
儒
教
そ
の
も
の
を
壊
滅
さ
せ
る
に
至
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
と
も
指
摘
す
る
。

こ
の
嘗
時
、
士
大
夫
屠
に
蔓
延
し
て
い
た
こ
の
よ
う
な
放
縦
的
気
分
を
と
も
な
っ
た
浮
薄
な
気
運
に
つ
い
て
、
ま
た
干
賓
「
番
組
総
論
」
は
以
下
の
よ
う
に
言
及
す
る
。

叉
た
之
に
加
う
る
に
朝
に
純
徳
の
士
寡
く
、
郷
に
不
二
の
老
乏
し
き
を
以
て
す
。
風
俗
は
襟
僻
し
、
恥
倫
は
所
を
失
い
、
撃
者
は
荘
老
を
以
て
宗
と
矯
し
て
、
六
経

色
削
げ
、
談
者
は
虚
薄
を
以
て
擦
と
矯
し
て
、
名
倹
を
賎
し
む
。
身
を
行
う
者
は
放
濁
を
以
て
遁
と
矯
し
て
、
節
信
を
狭
と
し
、
進
仕
す
る
者
は
荷
得
を
以
て
貴
と
矯

く
つ
が
え

し
て
、
居
正
を
郡
と
し
、
官
に
嘗
た
る
者
は
望
空
を
以
て
高
と
矯
し
て
、
勤
悔
を
笑

ht
・
-
:
:
園
の
絡
に
亡
、
ぴ
ん
と
す
る
に
、
本
必
ず
先
に
願
る
と
は
、
其
れ
此
の

ー

;

寄
附
品
川
N(
叉
加
之
以
朝
寡
純
徳
之
士
、
郷
乏
不
二
之
老
。
風
俗
淫
僻
、
恥
向
失
所
、
曲
学
者
以
荘
老
矯
宗
、
而
瓢
六
経
、
談
者
以
虚
薄
矯
婦
、
而
賎
名
倹
。
行
身
者
以
放
濁
矯
遇
、

而
狭
節
信
、
進
仕
者
以
萄
得
矯
貴
、
而
部
居
正
、
嘗
官
者
以
望
空
矯
高
、
而
笑
勤
情
。
:
:
:
園
之
勝
亡
、
本
必
先
瀬
、
其
此
之
謂
乎
。
)

[
干
賓
「
音
紀
総
論
」
]

こ
れ
も
ま
た
、
も
は
や
朝
野
に
し
か
る
べ
き
人
材
は
乏
し
く
、
そ
れ
ゆ
え
儒
数
の
も
つ
古
典
的
規
範
性
・
正
統
性
は
ほ
と
ん
ど
一
一
顧
だ
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
様
子
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
文
選
』
劉
良
注
に
も
「
荘
老
は
放
誕
も
て
徳
と
矯
し
、
六
経
は
薙
敬
を
以
て
本
と
矯
す
。
一
盲
う
こ
こ
ろ
は
撃
者
は
皆
放
誕
を
等
、
び
て
来
敬

を
退
く
(
荘
老
放
誕
矯
徳
、
六
経
以
妊
敬
矯
本
。
言
曲
学
者
皆
等
放
誕
而
退
荘
敬
)
」
と
あ
る
。
嘗
時
の
ほ
と
ん
ど
の
筆
者
は
『
延
子
』
『
老
子
』
を
板
擦
と
し
て
放
縦
に
走
つ

て
お
り
、
雄
教
規
範
を
敬
遠
忌
避
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
干
賓
は
、
こ
の
よ
う
な
風
潮
は
岡
家
の
願
請
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
亡
園
の
言
と
み
て
い

る
。
干
賓
の
こ
の
「
亡
閣
の
言
」
と
は
、
『
春
秋
左
氏
惇
』
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
園
家
の
揺
動
崩
落
を
も
た
ら
す
と
評
さ
れ
る
言
説
室
の
只
中
に
あ
っ
て
、
営
の
そ
の
時
代
の
知
識
人
た
ち
自
身
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
東
膏
初
期
の
膝
篇
は
、
元
一
帝
へ
の
上
疏
文
の
中
で
「
元
康
以
来
、
経
を
践
し
み
道
を
向
び
、
玄
虚
宏
放
を
以
て
夷
達
と
矯
し
、
儒
術
清
倹
を
以
て
郡
俗
と

矯
す
。
永
一
嘉
の
弊
、
未
だ
必
ず
し
も
此
に
自
ら
ざ
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
(
元
康
以
来
、
賎
経
街
道
、
以
玄
虚
宏
放
矯
夷
達
、
以
儒
術
清
俊
矯
部
俗
。
永
嘉
之
弊
、
未
必
不
由

此
也
)
」
[
『
音
書
』
感
倉
停
}
と
述
べ
、
西
音
末
、
と
り
わ
け
元
康
年
開
以
降
に
儒
教
的
債
値
が
縛
倒
し
、
そ
の
風
潮
の
固
着
化
が
永
嘉
年
聞
の
図
家
的
危
機
を
招
い
て
い
る

の
だ
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
と
同
時
期
の
殺
言
に
、
李
充
『
拳
筋
』
が
あ
る
。



翠
教
は
其
の
末
を
救
い
、
老
班
は
其
の
本
を
明
ら
か
に
す
。
本
末
の
塗
殊
な
る
も
数
た
る
や
一
な
り
。
人
の
迷
う
や
、
其
れ
日
久
し
。
形
を
見
る
者
は
衆
き
も
、
道

す
く
必

に
及
ぶ
者
は
勘
定
し
。

(
墨
数
救
其
末
、
老
妊
明
其
本
。
本
末
之
塗
殊
而
矯
数
一
也
。
人
之
迷
也
、
其
日
久
失
。
見
形
者
衆
、
及
道
者
楚
。
)

[
李
充
『
拳
簸
』
]

李
充
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
儒
教
と
老
荘
と
は
封
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
老
荘
は
本
、
儒
教
は
末
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
相
互
に
補
足
し
あ
う
「
一
」
な
る
関
係
に
あ

る
も
の
と
い
う
。
雨
者
は
機
能
す
る
と
こ
ろ
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
と
い
う
作
用
面
で
の
差
異
は
あ
る
も
の
の

の
も
の
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
李
充
の
行
論
は
、
末
た
る
儒
数
の
中
に
あ
っ
て
も
、
少
数
の
本
質
(
道
)
を
得
る
者
は
、
本
た
る
老
妊
に
一
致
し
得
る
と
の
見
解
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
む
し
ろ
、
そ
れ
ま
で
の
玄
撃
的
思
惟
を
継
承
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
李
充
は
、
嘗
時
の
(
儒
数
・
政
治
上
の
)
混
凱
は
「
遁
」
に
到
達
で
き
な

(
本
/
末
)
、
そ
の
作
用
・
機
能
の
根
源
の
と
こ
ろ
で
は
同
軌

い
同
時
代
人
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
老
妊
が
悪
い
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
封
し
て
、
東
菅
の
戴
遠
の
ス
タ
ン

ス
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
戴
遣
は
西
耳
目
期
の
風
気
を
総
括
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

元
康
の
人
の
若
き
は
、
遁
跡
を
好
み
て
其
の
本
を
求
め
ず
と
謂
う
べ
し
。
故
に
本
を
指
て
て
末
に
街
、
つ
の
弊
、
寅
を
合
て
て
撃
を
、
逐
う
の
行
有
り
。
国
定
れ
猶
お
西
施

【
郭
泰
]

を
美
と
し
て
其
の
眉
を
望
む
る
を
撃
び
、
有
道
を
慕
い
て
其
の
巾
角
を
折
る
が
ご
と
し
。
;
:
:
然
ら
ば
竹
林
の
放
を
矯
す
は
、
疾
有
り
て
翠
を
矯
す
者
な
り
。
元
康
の

放
を
矯
す
は
、
無
徳
に
し
て
巾
を
折
る
者
な
り
。
察
す
る
こ
と
無
か
る
べ
け
ん
や
。

(
若
元
康
之
人
、
可
謂
好
遁
跡
而
不
求
其
本
。
故
有
指
本
街
末
之
弊
、
合
賓
逐
聾
之
行
。
是
猶
美
西
施
而
息
子
其
墾
眉
、
慕
有
道
而
折
其
巾
角
。
:
:
然
竹
林
之
矯
放
、

有
疾
而
矯
筆
者
也
。
元
康
之
矯
放
、
無
徳
而
折
巾
者
也
。
可
無
察
乎
。
)

[
『
音
書
』
隠
逸
惇
・
戴
遼
]

墨
田
書
』
に
は
彼
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
「
常
に
躍
度
を
以
て
自
ら
慮
り
、
深
く
放
濯
を
以
て
非
道
と
矯
す
(
常
以
趨
度
自
慮
、
深
以
放
達
矯
非
道
)
」
[
『
青
書
』
穏
逸
傍
・

戴
遺
]
と
あ
る
よ
う
に
、
戴
遼
は
儒
教
的
謹
節
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
首
位
吋
の
放
達
を
「
非
道
」
と
み
な
し
て
い
た
。
そ
こ
で
戴
遣
は
コ
冗
康
の
放
」
(
西
雪
期
の
放
達
)

と
「
竹
林
の
放
」

(
竹
林
七
賢
の
放
達
)
と
を
匿
別
し
、
論
じ
分
け
た
の
で
あ
る
。
貌
耳
目
交
替
期
の
竹
林
七
賢
の
放
這
は
、
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
祉
曾
的
・
政
治
的
背
景

が
あ
っ
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
西
音
期
の
放
達
に
は
そ
の
よ
う
な
背
景
な
ど
は
な
く
、
車
な
る
「
無
徳
」
が
そ
う
さ
せ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
戴
遣
は
、

西
耳
目
期
の
放
這
は
西
施
に
お
す
る
醜
人
、
郭
泰
に
謝
す
る
時
人
の
ご
と
く
、
た
だ
い
た
ず
ら
に
外
面
だ
け
を
模
倣
し
て
必
然
性
を
快
い
た
、
本
質
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
も

の
と
し
て
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
ご
と
を
「
非
道
」
と
裁
断
し
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
言
論
は
、
お
お
む
ね
の
と
こ
ろ
賞
時
の
放
達
的
気
運
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
風
潮
を
単
に
批
列
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
風
潮
が

醸
成
さ
れ
て
く
る
成
因
に
ま
で
遡
源
し
、
そ
れ
ら
を
よ
り
一
層
激
し
く
糾
弾
す
る
者
も
現
れ
て
き
た
。
活
耐
用
で
あ
る
。

六
七



ノ、

八

雲
南
は
「
的
障
よ
り
己
来
、
撃
を
崇
び
教
を
敦
く
す
る
こ
と
、
未
だ
宿
の
如
き
者
有
ら
ざ
る
な
り
(
自
中
興
己
来
、
崇
島
干
敦
数
、
未
有
如
官
者
也
)
」
[
『
音
書
』
沼
市
毘
博
]

た

が

き

か

お

と

ろ

と
評
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
儒
教
規
範
に
射
し
て
巌
直
な
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
賞
時
の
状
況
を
「
時
に
湾
虚
相
い
に
扇
ん
に
し
て
、
儒
雅
日
に
替
相
つ

る
を
以
て
、
宵
附
駆
ら
く
其
の
源
は
玉
弼
・
何
曇
に
始
ま
り
、
二
人
の
罪
は
築
・
対
よ
り
深
し
(
時
以
浮
虚
相
扇
、
儒
雅
日
替
、
宵
以
矯
其
源
始
於
王
弼
何
妻
、
二
人
之
罪

深
於
策
対
)
」
〔
『
膏
書
』
氾
甫
傍
]
と
許
し
、
何
憂
・
玉
掃
に
ま
で
遡
っ
て
弾
劾
論
を
展
開
す
る
。

「

主

濁

」

『

阿

県

民

」

し

た

が

五
」
¥
削
聞
は
典
文
を
蔑
棄
し
、
讃
度
に
漣
わ
ず
。
瀦
僻
湾
設
は
、
後
世
を
波
蕩
す
。
華
言
を
飾
り
て
以
て
寅
を
臨
調
い
、
繁
文
を
携
せ
て
以
て
世
を
惑
わ
す
。
措
紳
の
徒

は
翻
然
と
し
て
轍
を
改
め
、
b
m
粧
の
風
は
緬
罵
と
し
て
終
に
墜
ち
ん
と
す
。
遂
に
仁
義
を
し
て
幽
愉
し
、
儒
雅
を
し
て
蒙
塵
せ
し
め
、
謹
壊
れ
柴
山
周
れ
、
中
原
傾
覆
す
。

古
の
所
謂
偽
を
言
い
て
婦
、
僻
を
行
い
て
竪
と
は
、
其
れ
斯
人
の
徒
な
る
か
。

(
王
何
蔑
棄
典
文
、
不
漣
種
度
。
描
柑
僻
浮
説
、
波
蕩
後
生
。
飾
華
言
以
努
賓
、
勝
繁
文
以
惑
世
。
措
紳
之
徒
翻
然
改
轍
、
株
湘
之
風
緬
記
局
的
耐
墜
。
遂
令
仁
義
幽
論
、

儒
雅
蒙
庫
、
雄
壊
梁
嵐
、
中
原
傾
覆
。
古
之
所
謂
言
偽
而
熊
、
行
僻
市
堅
者
、
其
斯
人
之
徒
敗
。
)

[
『
管
室
日
』
氾
衛
停
]

活
宵
か
ら
す
る
と
、
何
曇
・
王
弼
の
言
行
は
儒
教
的
規
範
を
無
数
化
し
、
孔
子
以
来
の
儒
家
的
停
統
を
滅
し
去
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
寅
際
に

の
元
凶
は
ま
さ
に
何
回
安
・
壬
弼
に
あ
る
と
し
、

つ
い
に
は
西
膏
王
朝
を
耕
輔
覆
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
泊
宵
は
、
園
家
危
機

二
者
の
罪
は
築
・
討
よ
り
も
重
い
と
指
弾
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
沼
市
南
は
さ
ら
に
、
『
鵡
記
』
王
制
に
「
備
を
行
い
て
堅
、

後
世
の
士
大
夫
に
罰
し
て
深
刻
か
つ
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、

偽
を
言
い
て
簿
、
非
を
息
子
、
び
て
博
、
非
に
傾
い
て
津
、
以
て
衆
を
疑
わ
す
は
殺
す
(
行
偽
而
堅
、
言
偽
而
婦
、
且
子
非
而
博
、
順
非
而
津
、
以
疑
衆
殺
)
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

何
用
安
・
王
弼
は
経
典
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
死
罪
に
も
値
す
る
、
と
み
た
の
で
あ
る
。

ら
は
主
に
儒
教
的
立
場
か
ら
同
時
代
の
放
濯
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
批
判
は
、
放
濯
の
淵
源
と
な
っ
た
老
荘
あ
る
い
は
何
回
安
・
王
弼
に
も
及
ん
で
い
た
。

で
は
、

西
耳
目
か
ら
東
E

日
に
か
け
て
の
園
家
的
混
甑
を
も
た
ら
し
た
老
来
的
放
達
は
、
以
上
の
よ
う
に
す
で
に
醤
時
の
一
部
の
知
識
人
に
よ
っ
て
批
剣
の
劉
象
と
な
っ
て
い
た
。
彼

こ
の
よ
う
な
思
想
的
潮
流
の
も
と
に
あ
っ
て
、
東
雪
期
の
思
想
は
ど
の
よ
う
な
方
向
へ
と
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
本
稿
は
以
下
、
菰
宵
の
義
弟
に
あ
た

る
王
坦
之
の
思
索
に
卸
し
て
検
討
す
る
。

E 

王
知
一
之
の
曲
学
問
的
方
向
性
に
つ
い
て
、
墨
田
童
同
』
に
は
「
坦
之
風
格
有
り
。
尤
も
時
俗
の
放
蕩
し
、
儒
教
に
敦
か
ら
ざ
る
を
非
と
し
、
頗
る
刑
名
の
向
学
を
街
ぶ

(
坦
之
有



六
九

風
格
。
尤
非
時
俗
放
蕩
、
不
敦
儒
数
、
頗
山
間
刑
名
曲
学
)
」
[
『
且
墨
田
』
王
坦
之
俸
]
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
王
坦
之
は
、
誌
面
用
と
同
じ
く
儒
教
的
規
範
を
厚
く
考
え
る
立
場
に

【

炭

鉱

]

{

鞠

成

他

〕

は

あ
り
、
ま
た
巌
密
な
法
律
的
枠
組
に
沿
っ
て
も
の
ご
と
を
考
え
る
人
物
で
あ
っ
た
。
『
世
読
新
語
』
品
藻
篇
に
は
「
庚
道
季
云
く
、
思
理
倫
和
、
吾
康
伯
に
憐
づ
。
志
カ
彊
正
、

【
豆
沼
石
£

五
口
文
度
に
憐
づ
(
庚
道
季
云
、
思
理
倫
和
、
五
口
健
康
伯
。
志
力
彊
正
、
吾
憐
文
度
)
」
と
あ
り
、
王
坦
之
が
剛
直
な
気
性
に
よ
っ
て
一
本
、
す
じ
を
通
そ
う
と
す
る
人
物
で
あ
っ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
で
は
王
坦
之
は
、
賞
際
に
は
ど
の
よ
う
な
議
論
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

[
天
地
]

夫
れ
天
這
は
無
私
を
以
て
名
を
成
し
、
二
儀
は
至
公
を
以
て
徳
を
立
つ
。
立
徳
は
至
公
に
存
す
る
が
故
に
、
親
と
し
て
理
に
非
、
さ
る
こ
と
無
し
。
成
名
は
無
私
に
在

な

る
が
故
に
、
首
に
在
り
て
我
を
忘
る
。
此
れ
天
地
の
功
を
成
す
所
以
に
し
て
、
要
人
の
化
を
演
す
所
以
な
り
。
斯
に
由
り
て
之
を
論
ず
れ
ば
、
公
の
道
は
自
然
を
憶
す

い

よ

く

だ

お

と

ろ

る
が
故
に
、
理
は
泰
に
し
て
愈
い
よ
降
る
。
謙
の
義
は
不
足
に
生
ず
る
が
故
に
、
時
弊
え
て
義
著
わ
る
。

(
夫
天
道
以
無
私
成
名
、

ニ
儀
以
至
公
立
徳
。
立
徳
存
乎
至
公
故
、
無
親
而
非
理
。
成
名
在
乎
無
私
故
、
在
嘗
而
忘
我
。
此
天
地
所
以
成
功
、
聖
人
所
以
糖
化
。
由

斯
論
之
、
公
道
健
於
自
然
故
、
理
泰
而
愈
降
。
謙
義
生
於
不
足
故
、
時
弊
而
義
著
。
)

こ
れ
は
「
公
」
と
「
謙
」
と
の
差
異
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
王
坦
之
の
論
は
、
天
道
や
天
地
が
「
無
私
」

[
王
坦
之
「
公
謙
論
」

で
あ
り
「
至
公
」

で
あ
る
と
規
定
し
た
上
で
、
そ
れ
を
聖
人

に
も
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
天
這
や
天
地
は
「
無
私
」
「
至
公
」
す
な
わ
ち
完
全
に
私
に
偏
る
こ
と
な
く
、
理
法
的
世
界
を
形
成
す
る
。
そ
し
て
雲
人
に

よ
る
教
化
も
ま
た
「
無
私
」
「
至
公
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
王
畑
一
之
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
教
化
の
理
想
が
「
公
」
な
の
で
あ
っ
た
。
「
公

(
か
た
よ
り
が
な
い
と
と
は
「
自
然
」
に
も
と
づ
く
た
め
に
、
理
法
的
世
界
は
安
定
し
、
高
物
に
あ
ま
ね
く
ゆ
き
わ
た
る
。

は
じ
ま
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
時
勢
の
衰
微
に
と
も
な
っ
て
出
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

一
方
で
「
謙
(
ゆ
ず
る
と
と
は
「
不
足
」
に

こ
こ
で
王
坦
之
は
、
雲
人
は
「
無
私
」
「
至
公
」

で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
数
化
を
お
こ
な
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
と
同
様
の
主
張
は
、
王
坦
之
「
巌
荘
論
」
に
も
見
え
て

い
る
。
そ
も
そ
も
「
廠
荘
論
」
と
は
、
「
天
下
の
善
人
少
な
く
、
不
善
人
多
し
。
荘
子
の
天
下
を
利
す
る
や
少
な
く
、
天
下
を
害
す
る
や
多
し
。
故
に
日
く
、
魯
沼
薄
く
し

て
榔
郵
固
ま
れ
、
延
生
作
り
て
風
俗
績
る
と
(
天
下
之
善
人
少
、
不
善
人
多
。
延
子
之
利
天
下
也
少
、
害
天
下
也
多
。
故
日
、
魯
酒
薄
而
郡
部
園
、
妊
生
作
而
風
俗
績
)
」
[
玉

坦
之
「
巌
延
論
」
]
と
あ
る
よ
う
に
、
同
時
代
に
お
け
る
類
療
の
原
因
を
『
菓
子
』
に
求
め
、
否
定
的
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ま
た
、
次
の
よ
う
な
儒
教
唱
導
の

言
が
あ
る
。夫
の
趨
を
敦
く
し
て
以
て
化
を
崇
び
、
日
用
に
し
て
以
て
俗
を
成
し
、
誠
存
し
て
邪
忘
れ
ら
れ
、
利
損
な
わ
れ
て
競
息
み
、
功
を
成
し
事
を
途
げ
、
百
姓
を
し
て
皆

我
を
自
然
と
日
わ
し
む
。

(
使
夫
敦
躍
以
崇
化
、
日
用
以
成
俗
、
誠
存
而
邪
忘
、
利
損
而
競
息
、
成
功
遂
事
、
百
姓
皆
日
我
自
然
。
)

[
王
坦
之
「
殿
荘
論
」



七。

王
坦
之
は
こ
の
よ
う
に
儒
教
的
稽
節
お
よ
び
教
化
の
寅
践
を
高
唱
す
る
。
た
だ
、
こ
こ
に
は
「
自
然
」

の
語
が
見
え
て
お
り
、
さ
ら
に
は
こ
の
一
文
は
、
賓
は
『
老
子
』

を
典
擦
と
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
『
老
子
』
第
十
七
章
に
「
功
成
り
事
遂
げ
ら
れ
、
百
姓
皆
我
を
自
然
と
謂
う
(
功
成
事
途
、
百
姓
皆
謂
我
自
然
)
」
と
あ
る

の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
つ
い
て
王
弼
は
「
自
然
と
は
、
其
の
端
兆
は
得
て
見
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
其
の
意
趣
は
得
て
観
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
(
自
然
、
其
端

兆
不
可
得
而
見
也
。
其
意
趣
不
可
得
而
観
也
)
」
と
注
し
て
い
る
。
「
自
然
」
と
は
、
い
か
な
る
端
緒
・
契
機
も
な
く
、
ま
た
そ
の
内
寅
も
可
感
的
認
識
を
超
え
る
も
の
と
す

る
の
で
あ
る
。
王
坦
之
に
お
け
る
儒
数
的
檀
節
・
教
化
と
は
、
聖
人
に
お
い
て
可
能
と
な
る
「
無
私
」
「
至
公
」
を
方
法
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
『
老
子
』

に
由
来
す
る
「
自
然
」
概
念
を
承
け
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
王
坦
之
が
儒
数
的
規
範
と
『
老
子
』
と
を
結
び
つ
け
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
彼
も
ま
た
玄

撃
的
思
惟
を
継
承
す
る
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
「
廠
蒐
論
」

の
結
論
部
に
は
ま
た
、
次
の
よ
う
な
言
が
あ
る
。

ょ

若
し
夫
れ
利
し
て
害
な
わ
ざ
る
は
、
天
の
道
な
り
。
矯
し
て
争
わ
ざ
る
は
、
聖
の
徳
な
り
。
霊
方
の
資
る
所
な
る
も
誰
氏
な
る
か
を
知
る
こ
と
莫
し
。
儒
に
在
れ
ど

つ

も
儒
に
非
ず
、
道
に
非
ざ
る
も
道
有
り
。
九
流
を
禰
貫
し
て
、
彼
我
を
玄
同
す
。
高
物
之
を
用
う
れ
ど
も
既
き
ず
、
聾
聾
と
し
て
日
に
新
た
に
し
て
朽
ち
ず
。
昔
吾
が

孔
老
固
よ
り
己
に
之
を
言
え
り
。

(
若
夫
利
而
不
害
、
天
之
道
也
。
矯
而
不
争
、
聖
之
徳
也
。
霊
方
所
資
而
莫
知
誰
氏
。
在
儒
而
非
儒
、
非
道
而
有
道
。
禰
実
九
流
、
玄
同
彼
我
。
高
物
用
之
市
不
既
、

墓
墓
日
新
而
不
朽
。
品
目
吾
孔
老
固
己
言
之
失
。
)

[
王
坦
之
「
綴
妊
論
」
]

「
天
の
道
」
「
翠
の
徳
」
は
い
ず
れ
も
高
物
を
支
え
あ
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
儒
道
の
相
劉
的
差
異
を
超
え
つ
つ
、
さ
ら
に
は
儒
道
の
み
な
ら
ず
、
諸
家
を
あ

ま
ね
く
買
、
遁
し
つ
つ
機
能
す
る
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
王
坦
之
が
「
五
口
が
孔
老
固
よ
り
己
に
之
を
言
え
り
」
と
総
括
す
る
よ
う
に
、
貧
際
に
上
掲
の
一
節
に
は
、

孔
子
・
老
子
に
も
と
づ
く
典
擦
が
縦
横
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
令
王
坦
之
に
よ
れ
ば
、
高
物
の
基
底
的
寅
在
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
、
孔
子
・
老
子
の
述
べ
る
と
こ
ろ

は
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
玄
撃
的
思
惟
に
立
脚
し
た
儒
道
綜
合
の
論
理
を
展
開
し
つ
つ
、
王
坦
之
は
一
方
で
、
『
延
子
』
に
つ
い
て
は
否
定
的
に
「
夫
れ
濁
構
の
唱
は
、
唱
虚
し
く
し

て
和
島
し
。
無
感
の
作
は
、
義
偏
り
て
用
寡
し
(
夫
凋
構
之
唱
、
唱
虚
而
莫
和
。
無
感
之
作
、
義
偏
而
用
寡
)
」
宝
坦
之
「
廠
薙
論
」
]
と
述
べ
て
い
る
。
『
延
子
』
の
言
僻
は

濁
創
的
で
は
あ
る
が
空
疎
で
あ
り
、
そ
れ
に
和
同
す
る
後
縫
者
も
な
く
、
偏
頗
な
議
論
で
あ
っ
て
、
何
の
現
寅
的
数
用
も
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
王
坦
之
は
、
孔
子
・
顔
同
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
評
債
し
て
い
る
。

[

孔

子

】

[

頚

岡

]

人
を
動
か
す
は
粂
忘
に
由
り
、
物
に
慮
ず
る
は
無
心
に
在
り
。
孔
父
は
濯
を
健
せ
ざ
る
に
非
ず
。
遠
を
憧
す
る
を
以
て
の
故
に
用
近
し
。
顔
子
は
宣
に
徳
を
具
え
ざ

う

な

ん

す

ら
ん
や
。
徳
の
備
わ
る
を
以
て
の
故
に
教
を
膚
く
。
胡
矯
れ
ぞ
其
れ
然
る
や
。
己
む
を
獲
ず
し
て
然
る
な
り
。



[
玉
坦
之
「
殿
延
論
」

(
動
人
由
於
粂
忘
、
癒
物
在
乎
無
心
。
孔
父
非
不
健
透
。
以
鰭
遠
故
用
近
。
顔
子
量
不
具
徳
。
以
徳
備
故
膚
数
。
胡
矯
其
然
哉
。
不
獲
己
而
然
也
。
)

孔
子
は
高
遠
・
深
淵
な
る
も
の
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
顔
周
も
徳
を
そ
な
え
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

孔
子
は
必
然
的
に
身
近
な
こ
と
が
ら
に
封
す
る
は
た
ら
き
を
な
し
、
顔
岡
も
ま
た
必
然
的
に
孔
子
の
そ
の
教
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
孔
子
・
顔

同
を
好
評
す
る
根
擦
と
し
て
玉
坦
之
が
掲
げ
て
い
る
の
は
、
「
粂
忘
」
「
無
心
」

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
孔
子
・
顔
岡
は
そ
の
よ
う
に
あ
る
こ

の
語
は
、
貨
は
い
ず
れ
も
『
延
子
』
を
典
擦
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
王
坦
之
は
孔
子
・
老
子
に
比
し
て
『
延
子
』
に

で
あ
る
。
「
粂
忘
」
「
無
心
」

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
ロ
た
だ
し
「
粂
忘
」
「
無
心
」

つ
い
て
は
否
定
的
に
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
貨
は
孔
子
・
顔
同
を
稀
揚
す
る
み
ず
か
ら
の
行
論
の
根
底
的
部
分
に
は
、
『
妊
子
』
が
流
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ

て
、
表
層
的
に
『
妊
子
』
を
否
定
す
る
王
坦
之
の
ス
タ
ン
ス
に
は
、
賓
際
に
は
や
や
微
妙
な
も
の
が
あ
る
の
で
あ
っ
た
。

E 

と
こ
ろ
で
王
坦
之
「
蕨
荘
論
」
に
は
ま
た
、
次
の
よ
う
な
雪
国
が
あ
る
。

[

犠

綿

密

〔

官

位

]

道
に
執
わ
れ
て
以
て
俗
を
離
る
れ
ば
、
執
か
達
せ
ざ
る
を
蹄
え
ん
や
。
百
追
を
語
り
て
其
の
矯
を
失
す
る
者
は
、
其
の
道
に
非
ざ
る
な
り
。
徳
を
桔
閉
じ
て
其
の
位
を
有

す
る
者
は
、
其
の
徳
に
非
ざ
る
な
り
。
吉
田
・
黙
の
未
だ
究
め
ざ
る
所
な
れ
ば
、
況
ん
や
之
を
揚
げ
て
以
て
風
を
矯
す
を
や
。

(
執
道
以
離
俗
、
執
険
於
不
達
。
語
道
而
失
其
矯
者
、
非
其
遁
也
。
嬬
徳
而
有
其
位
者
、
非
其
徳
也
。
吉
一
同
紋
所
未
究
、
況
揚
之
以
矯
風
乎
。
)

[
玉
坦
之
「
廃
妊
論
」
]

王
坦
之
は
「
道
」
に
拘
泥
し
つ
つ
世
俗
か
ら
離
れ
た
者
を
「
不
達
」

で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
嘗
時
の
放
達
的
気
運
を
批
剣
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
王
坦
之
は

「
道
」
「
徳
」
に
つ
い
て
い
た
ず
ら
に
語
る
こ
と
を
戒
め
る
。
そ
の
論
の
基
底
に
は
、
「
遁
」
「
徳
」
は
言
語
や
沈
黙
に
よ
っ
て
究
明
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
そ
の

よ
う
な
「
道
」
「
徳
」
を
顕
彰
し
、
規
範
的
な
慣
わ
し
と
し
て
定
着
さ
せ
る
こ
と
な
ど
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
の
見
方
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
主
張
白
煙
も
ま
た
、
賓
際
に

は
『
延
子
』
に
依
嫁
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
『
延
子
』
天
道
に
は
「
道
を
語
り
て
其
の
序
に
非
ざ
る
者
は
、
其
の
遁
に
非
ざ
る
な
り
。
遁
を
語

η
て
其
の
遁
に
非
ざ
る
者
は
、

安
く
ん
ぞ
道
を
取
ら
ん

(
語
道
而
非
其
序
者
、
非
其
道
也
。
語
道
而
非
其
道
者
、
安
取
道
)
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
天
地
・
人
道
に
は
あ
ま
ね
く
「
等
卑
・
先
後
の
序
(
奪

卑
先
後
之
序
)
」
[
『
妊
子
』
天
道
]
が
あ
り
、
「
道
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
よ
う
な
秩
序
に
反
す
る
者
は
、
「
遁
」
を
得
た
と
は
い
え
な
い
、
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
遁
」
と
は
、
一
言
語
で
語
っ
て
す
む
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
王
坦
之
が
い
う
「
一
言
・
款
の
未
だ
究
め
ざ
る
所
」
す
な

七



七

わ
ち
「
道
」
が
言
語
や
、
さ
ら
に
は
沈
黙
を
も
超
え
る
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
事
態
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
賓
は
こ
れ
も
ま
た
『
妊
子
』
則
陽
に
依
擦
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
言
い
て
足
ら
ば
則
ち
、
終
日
言
い
て
道
を
牽
く
す
も
、
言
い
て
足
ら
ざ
れ
ば
則
ち
、
終
日
言
い
て
物
を
牽
く
す
。
道
・
物
の
極
は
、
舌
一
口
・
黙
以
て
載
す
る
に
足
ら
ず
。

非
言
非
黙
に
し
て
、
議
に
極
ま
る
所
有
り
。

会
一
一
一
同
而
足
、
則
終
日
言
而
室
遁
、
呈
一
同
而
不
足
、
則
終
日
言
而
蓋
物
。
道
物
之
極
、
言
黙
不
足
以
載
。
非
言
非
黙
、
議
有
所
極
。
)

[
『
延
子
』
則
陽
]

沈
黙
で
は
及
び
得
な
い
、
「
非
言
非
獄
」

の
究
極
の
と
こ
ろ
は
、
言
語
や

の
域
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
荘
子
』
則
陽
の
文
に
つ
い
て
郭
象
は
「
夫
れ
遁
・
物
の
極
は
、
常
に
矯
莫
く
し
て
自
ら
爾
り
。

言
と
不
言
と
に
在
ら
ず
(
夫
道
物
之
極
、
常
莫
矯
而
自
爾
。
不
在
言
輿
不
言
)
」
と
注
し
、
と
り
わ
け
こ
の
議
論
の
前
宇
部
に
は
以
下
の
よ
う
な
注
を
施
し
て
い
る
。

道
を
言
・
意
の
表
に
求
む
れ
ば
則
ち
足
る
。
言
を
忘
る
る
こ
と
能
わ
ず
し
て
意
に
存
ま
れ
ば
則
ち
足
ら
ず
。

こ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
遁
」
に
つ
い
て
は
い
か
な
る
昔
星
間
的
手
段
に
よ
っ
て
も
規
定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
遁
」
「
物
」

(
求
道
於
言
意
之
表
則
足
。
不
能
忘
言
而
存
意
刻
不
足
。
)

去
の
言
語
、
直
接
に
は
『
延
子
』
外
手
典
擦
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
に
と
っ
て
よ
り
身
近
な
も
の
と
し
て
は
、
届
易
』
繋
僻
上
俸
の
「
書
は
言
を
牽
く
さ
ず
、

量
一
同
は
意
を
牽
く
さ
ず
(
書
不
意
言
、
言
不
登
意
)
」
を
淵
源
と
す
る
、
貌
耳
目
玄
撃
に
お
け
る
言
童
意
・
言
不
壷
意
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
「
忘
言
」
と
「
存
意
」
と
は
、

〈
初
)

王
弼
の
行
論
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
王
弼
は
「
言
」
と
「
墨
田
叫
」
の
中
聞
に
「
象
」
を
描
入
し
、
「
言
」
か
ら
「
象
」
、
「
象
」
か
ら
「
意
」
と
た
ど
る
階
梯
を
設
定
し
、
「
意
」

に
到
達
す
る
可
能
性
を
提
示
し
た
ロ
す
な
わ
ち
「
意
」
は
言
語
に
よ
っ
て
は
語
り
得
な
い
つ
一
言
不
壷
意
)
け
れ
ど
も
、
「
象
」
を
通
ず
る
な
ら
ば
示
し
得
る
(
蓋
意
)
と
し

[
『
菓
子
』
則
陽
注
]

た
の
で
あ
っ
た
。
王
弼
は
そ
の
上
で
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

是
の
故
に
言
に
郁
ま
る
者
は
、
象
を
得
る
者
に
非
ざ
る
な
り
。
象
に
存
ま
る
者
は
、
意
を
得
る
者
に
非
ざ
る
な
り
。
象
は
意
に
生
じ
て
、
象
に
存
ま
れ
ば
則
ち
、
存

忘
象
者
乃
得
意
者
也
。
忘
言
者
乃
得
象
者
也
。
得
意
在
忘
象
、
得
象
在
忘
一
言
。
)

[
『
周
易
略
例
』
明
象
篇
〕

ま
る
所
の
者
は
乃
ち
其
の
象
に
非
ざ
る
な
り
。
言
は
象
に
生
じ
て
、
言
一
同
に
存
ま
れ
ば
則
ち
、
存
ま
る
所
の
者
は
乃
ち
其
の
言
に
非
ざ
る
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
、
象
を
忘

る
る
者
は
乃
ち
意
を
得
る
者
な
り
ロ
言
を
忘
る
る
者
は
乃
ち
象
を
得
る
者
な
り
。
意
を
得
る
は
象
を
忘
る
る
に
在
り
、
象
を
得
る
は
き
口
を
忘
る
る
に
在
り
。

(
是
故
存
言
者
、
非
得
象
者
也
。
存
象
者
、
非
得
一
意
者
也
。
象
生
於
意
而
存
象
罵
、
則
所
存
者
乃
非
其
象
也
。
言
生
於
象
而
存
言
駕
、
則
所
存
者
乃
非
其
言
也
。
然
則
、

王
弼
は
こ
こ
で
、
「
言
」
「
象
」
を
経
て
「
意
」
が
牽
く
さ
れ
た
の
な
ら
ば
、
「
言
」
「
象
」
を
忘
れ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
は
、
手
段
の
忘
却
こ
そ
が
目
的
の
獲
得
で
あ
る
と

み
て
い
る
。
こ
れ
は
一
般
に
、
論
理
の
断
紹
で
あ
る
と
か
、
反
轄
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
忠
却
と
獲
得
と
い
う
一
見
相
反
す
る
こ
と
が
ら
が
、
手
段
・
目
的



在
的
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
鱒
と
し
て
は
把
捉
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
「
無
」
と
す
る
し
か
な
い
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
郭
象
は

所
百

関
係
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
と
こ
ろ
が
王
弼
に
と
っ
て
「
忘
一
言
」
「
忘
象
」
に
よ
る
論
理
的
轄
倒
は
、
む
し
ろ
不
可
避
の
も
の
で
あ
っ
た
。
王
弼
は
、

一
言
語
に
よ
っ
て
語
り
得
な
い
、
語
る
こ
と
を
超
え
た
領
域
に
あ
る
「
意
」
に
封
し
て
、
「
象
」
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
し
得
る
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
に
述

べ
た
王
弼
の
行
論
自
韓
が
、
「
意
」
に
つ
い
て
言
語
的
に
規
定
し
、
語
ろ
う
と
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
王
弼
は
、
み
ず
か
ら
の
登
り
つ
め
た
論

理
的
階
梯
を
あ
え
て
破
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
意
」
そ
れ
自
鑓
を
巌
密
な
か
た
ち
で
定
立
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
郭
象
が
述
べ
た
「
忘
言
」
「
存
一
意
」
と
い
う
こ

と
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
思
想
的
背
景
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
郭
象
注
に
は
ま
た
、
「
道
」
を
「
言
・
一
意
の
表
」
に
お
い
て
探
究
す
る
、
と
あ
る
。
「
言
」
「
意
」
の
さ
ら
に
外
側
と
は
、
王
弼
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
言
語
に
よ
っ

て
語
り
得
る
も
の
、
お
よ
び
言
語
以
外
の
鰹
系
(
卦
象
)
に
よ
っ
て
示
し
得
る
も
の
に
劃
し
て
、
さ
ら
に
よ
り
高
次
の
も
の
を
指
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
郭
象
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

夫
れ
言
・
意
と
は
、
有
な
り
。
而
れ
ど
も
言
う
所
・
意
と
す
る
所
と
は
、
無
な
り
。
故
に
之
を
呈
一
一
白
一
・
意
の
表
に
求
め
、
無
言
・
懇
意
の
域
に
入
り
て
、
而
る
後
に
至

る

(
夫
言
意
者
、
有
也
。
而
所
言
所
意
者
、
無
也
。
故
求
之
於
言
意
之
表
、
而
入
乎
無
一
百
無
意
之
域
、
而
後
至
罵
。
)

『
嘉
子
』
秋
水
注
]

郭
象
は
「
言
」

「一意」

(
有
)

の
さ
ら
に
根
底
に
、
「
所
言
」

「
所
意
」

(
無
)
を
据
え
て
い
る
。
「
所
言
」

「
所
意
」
と
は
、
「
雪
一
口
」

意

の
背
後
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
潜

「
所
意
」
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
圭
一
一
白
一
表
意
・
言
不
登
意
と
い
う
枠
組
を
超
克
し
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
言
」
や
「
意
」

の
さ
ら
に
彼
方
、
「
無

言
」
「
無
意
」

の
境
位
に
、
よ
り
根
源
的
な
潜
在
的
契
機
と
い
う
も
の
を
見
据
え
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
王
坦
之
が
「
廠
計
世
論
」
に
お
い
て
「
言
・
黙
の
未
だ
究
め
ざ
る
所
」

と
述
べ
た
と
き
、
そ
れ
は
直
接
に
は
『
延
子
』
を
典
擦
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
ま
た
王
弼
・
郭
象
と
い
っ
た
玄
撃
的
思
惟
に
お
け
る
思
想
的
堆
積
が
す
で
に

先
在
し
、
そ
れ
ら
が
複
層
的
な
紋
様
を
な
し
つ
つ
、
彼
の
中
に
混
入
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

W 

王
坦
之
は
「
遁
」
や
「
徳
」
に
つ
い
て
、
三
=
?
黙
の
未
だ
究
め
ざ
る
所
」
す
な
わ
ち
言
語
や
沈
黙
に
よ
っ
て
究
明
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
み
て
い
た
。
そ
れ
は
『
延
子
』

に
も
と
づ
き
つ
つ
、
ま
た
貌
耳
目
玄
撃
の
影
響
の
延
長
上
に
「
雪
一
同
」
「
黙
」
の
さ
ら
に
彼
方
な
る
も
の
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
王
坦
之
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
言
」

七
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四

「獣」

の
先
を
見
据
え
る
こ
と
に
は
、
そ
れ
ら
と
は
ま
た
異
な
っ
た
知
的
停
統
に
も
導
か
れ
て
い
た
面
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
嘗
時
、
次
第
に
活
設
に
導
入
さ
れ

つ
つ
あ
っ
た
、
悌
教
で
あ
っ
た
。

『
世
説
新
語
』
に
は
王
畑
一
之
が
「
沙
門
不
得
矯
高
士
論
」
を
著
し
た
と
す
る
記
事
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
王
知
一
之
に
よ
る
論
の
骨
子
は
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

と
ら

高
士
は
必
ず
縦
心
調
暢
す
る
に
在
り
。
沙
門
は
俗
外
と
云
う
と
難
も
、
反
っ
て
更
に
教
に
束
わ
る
。
情
性
自
得
の
謂
に
非
ざ
る
な
り
。

(
高
士
必
在
於
縦
心
調
暢
。
沙
門
難
云
俗
外
、
反
更
束
於
数
。
非
情
性
自
得
之
謂
也
。
)

[
『
世
説
新
語
』
軽
話
篇
]

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
高
士
」
は
心
の
あ
る
が
ま
ま
に
在
る
こ
と
を
本
来
と
す
る
が
、
営
時
の
沙
門
は
「
俗
外
」
に
在
る
こ
と
を
自
負
し
な
が
ら
も
、
寅
際
に
は
教
に
囚
わ

れ
て
い
る
、
と
い
う
。
王
坦
之
は
「
廠
荘
論
」
に
お
い
て
も
「
遁
に
執
わ
れ
て
以
て
俗
を
離
る
れ
ば
、
執
か
達
せ
ざ
る
を
践
え
ん
や
(
執
遁
以
離
俗
、
執
時
附
於
不
這
)
」
と

ハ

n〕

し
て
、
嘗
時
の
放
達
的
気
運
を
批
判
し
て
い
た
が
、
こ
の
沙
門
に
つ
い
て
の
記
事
も
ま
た
、
同
様
の
方
向
性
を
も
つ
も
の
と
い
え
る
。

一
方
で
墨
田
書
』
王
坦
之
停
に
は

次
の
よ
う
な
話
柄
が
あ
る
。

[
磁
界
]
[
頭
界
}

初
め
坦
之
、
沙
門
の
竺
法
師
と
甚
だ
厚
し
。
毎
に
共
に
幽
明
の
報
慮
を
論
じ
て
、
便
ち
先
に
死
す
る
者
の
営
に
其
の
事
を
報
ず
べ
き
を
要
す
。
後
に
年
を
経
て
、

【
わ
た
〈
し
]

師
忽
ち
来
り
て
云
く
、
貧
道
己
に
死
す
。
罪
・
一
一
踊
皆
虚
な
ら
ず
。
惟
だ
嘗
に
道
徳
を
勤
修
し
て
、
以
て
神
明
を
升
瀦
す
べ
き
の
み
と
。
言
い
吃
り
て
見
え
ず
。

(
初
坦
之
、
輿
沙
門
竺
法
師
甚
厚
。
毎
共
論
幽
明
報
慮
、
便
要
先
死
者
嘗
報
其
事
。
後
経
年
、
師
忽
来
云
、
貧
道
己
死
。
罪
一
一
描
皆
不
虚
。
惟
嘗
勤
修
道
徳
、
以
升
演

紳
明
耳
。
A
E

一
ロ
詑
不
見
。
〉

[
『
膏
書
』
主
坦
之
停
]

Anv 

こ
れ
は
、
王
坦
之
と
竺
法
師
と
の
交
友
の
さ
ま
を
惇
え
る
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
「
幽
明
報
慮
」
す
な
わ
ち
生
死
を
超
え
た
禍
一
帽
の
慮
報
と
い
う
こ
と
を
論
じ
あ
い
、
そ

こ
で
先
に
死
し
た
者
が
、
そ
の
寅
態
を
報
告
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
死
後
の
竺
法
師
が
生
前
の
王
坦
之
の
も
と
を
訪
れ
、
「
幽
明
報
感
」
は
賃
貸
で
あ

る
か
ら
道
徳
を
修
め
、
死
後
の
「
紳
明
」
を
救
済
す
る
よ
う
に
せ
よ
、
と
述
べ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
現
世
に
お
け
る
行
矯
と
死
後
の
救
糖
と
の
割
膝
隠
係
が
あ

り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
そ
の
貼
で
、
王
坦
之
は
悌
教
思
想
を
受
容
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
悌
教
的
思
惟
へ
の
近
接
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
王
坦
之
の
三
百
・

黙
の
未
だ
究
め
ざ
る
所
」
に
も
ま
た
、
嘗
時
の
併
教
の
影
響
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
黙
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
封
話
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

[

玉

坦

之

]

ま

っ

た

し

る

正
出
向
件
一
脚
色
論
を
造
る
。
論
成
り
て
、
玉
中
郎
に
示
す
。
中
郡
都
く
言
無
し
。
支
日
く
、
黙
し
て
之
を
識
す
か
と
。
王
日
く
、
既
に
文
殊
無
し
。
誰
に
か
能
く
賞

さ
れ
ん
と
。

[
『
世
説
新
語
』
文
筆
篇
]

支
遁
は
完
成
し
た
「
郎
色
論
」
を
王
坦
之
に
示
し
た
が
、
王
坦
之
は
沈
黙
を
も
っ
て
謝
廃
し
た
。
こ
の
沈
黙
に
つ
い
て
、
支
遁
は
『
論
語
』
述
而
篇
の
「
黙
し
て
之
を
識

(
支
道
林
遁
部
色
論
。
論
成
、
示
王
中
部
。
中
部
都
無
言
。
支
日
、
歌
而
識
之
乎
。
玉
目
、
既
無
文
殊
。
誰
能
見
賞
。
)



す
(
黙
而
識
之
)
」
を
ふ
ま
え
、
沈
黙
の
う
ち
に
心
に
刻
む
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
と
問
い
か
け
た
の
で
あ
る
が
、
王
坦
之
は
、
す
で
に
文
殊
菩
薩
が
存
在
し
な
い
以
上
は

誰
に
も
わ
か
る
ま
い
、
と
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
無
言
・
沈
黙
と
い
う
こ
と
に
は
文
殊
菩
薩
に
し
か
理
解
さ
れ
な
い
種
の
も
の
が
あ
り
、

王
坦
之
は
そ
の

よ
う
な
沈
黙
を
方
法
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
世
説
新
語
』
劉
孝
標
注
に
よ
れ
ば
、
こ
の
王
坦
之
の
沈
黙
は
『
維
摩
経
』
に
も
と
づ
く
も
の
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
そ

も
そ
も
、
維
摩
詰
の
沈
黙
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

鳩
摩
羅
什
誇
『
維
摩
詰
所
説
経
』
入
不
二
法
門
品
は
、
維
摩
詰
に
よ
る
以
下
の
毅
聞
に
は
じ
ま
る
ロ

い
わ
[
あ
な
た
が
た
]

爾
の
蒔
維
摩
詰
、
衆
菩
薩
に
謂
い
て
言
く
、
諸
仁
者
、
何
を
か
菩
薩
の
入
不
二
法
門
と
云
う
か
。
各
お
の
梁
し
む
所
に
随
い
て
之
を
説
け
と
。

(
爾
時
維
摩
詰
、
謂
衆
菩
薩
言
、
諸
仁
者
、
云
何
菩
薩
入
不
二
法
門
。
各
随
所
築
設
之
。
)

[
『
維
摩
詰
所
説
経
』
入
不
三
法
門
品
、
大
正
競
一
四
・
五
五
O
中
6

下
]

こ
の
設
問
に
封
し
て
、
三
十
一
人
の
菩
薩
は
そ
れ
ぞ
れ
、
生
/
滅
か
ら
寅
/
不
寅
に
至
る
ま
で
の

コ
ご
を
提
示
し
、
「
入
不
二
法
門
」
と
は
そ
の
よ
う
な
二
項
封
立
を

超
越
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
問
答
し
た
[
『
維
摩
詰
所
説
経
』
入
不
二
法
門
品
、
大
正
蔵
一
四
・
五
五
O
下
，
五
五
一
下
]
。
そ
し
て
、
三
十
二
人
目
の
文
殊
菩
薩
の
問
答
は
、
次
の

ょ
う
で
あ
っ
た
。

文
殊
部
利
日
く
、
我
が
意
の
如
け
れ
ば
、

一
切
法
に
於
い
て
、
無
言
無
説
、
無
示
無
識
に
し
て
、
諮
問
答
を
離
る
れ
ば
、
是
れ
入
不
二
法
門
た
り
。

(
文
殊
師
利
目
、
如
我
意
者
、
於
一
切
法
、
無
言
無
説
、
無
示
無
議
、
離
諸
問
答
、
是
矯
入
不
二
法
門
。
)
[
『
維
摩
詰
所
説
経
』
入
不
二
法
門
口
問
、
大
正
蔵
一
四
・
五
五
一
下
]

文
殊
菩
薩
は
、
三
十
一
人
の
菩
薩
が
す
で
に
提
示
し
た
相
封
概
念
を
含
む
ご
切
法
」
す
な
わ
ち
存
在
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
言
語
的
に
匡
別
し
、
議
論
の
姐
上
に
載
せ

な
い
こ
と
こ
そ
が
「
入
不
二
法
門
」

で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
文
殊
菩
薩
は
同
様
の
こ
と
を
維
摩
誌
に
反
問
し
た
。

お

[

あ

な

た

}

是
に
於
い
て
文
殊
師
利
、
維
摩
詰
に
問
う
。
我
等
各
お
の
自
ら
説
き
己
え
り
。
仁
者
嘗
に
何
等
是
れ
菩
穫
の
入
不
二
法
門
な
る
か
を
説
く
べ
し
と
。
時
に
維
摩
詰
、

黙
然
と
し
て
無
雪
国
た
り
。
文
殊
師
利
歎
じ
て
日
く
、
善
き
か
な
、
善
き
か
な
。
乃
ち
文
字
・
語
言
有
る
こ
と
無
き
に
至
る
、
是
れ
員
に
入
不
二
法
門
な
り
と
。

(
於
是
文
殊
師
利
、
問
維
摩
詰
。
我
等
各
自
説
己
。
仁
者
賞
説
何
等
是
菩
薩
入
不
二
法
円
。
時
維
摩
詰
、
黙
然
無
言
。
文
殊
師
利
歎
目
、
善
哉
、
善
哉
。
乃
至
無
有

文
字
語
言
、
是
員
入
不
二
法
門
。
)

[
『
維
摩
詰
所
説
経
』
入
不
二
法
門
品
、
大
正
蔵
一
四
・
五
五
一
下
]

文
殊
菩
薩
の
質
問
に
射
し
、
維
摩
詰
は
沈
献
を
貫
い
た
。
こ
こ
に
至
つ
て
は
じ
め
て
文
殊
菩
薩
は
、
維
摩
詰
に
よ
る
沈
黙
こ
そ
が
、
あ
ら
ゆ
る
言
表
を
超
え
た
員
の

入

不
二
法
門
」

で
あ
る
こ
と
を
諒
解
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
「
入
不
二
法
門
」
に
射
す
る
三
つ
の
考
え
方
が
あ
る
。
第
一
は
、
三
十
一
人
の
菩
薩
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ

た
、
具
穂
的
な
個
々
の
相
劉
概
念
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
文
殊
菩
薩
が
提
示
し
た
よ
う
に
、
す
べ
て
の
具
緯
・
個
別
を
超
え
、

一
切
の
相
封
的
劉
立
の

七
五



七
六

彼
方
に
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
言
語
的
分
節
に
も
た
ら
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
、
文
殊
菩
薩
の
問
答
そ
れ
自
慢
は
、
「
入
不
二
法
門
」
が
言
語
を
超
え
る
(
沈

黙
)
と
い
う
こ
と
を
、
ま
さ
に
言
語
に
依
嬢
し
な
が
ら
語
っ
て
し
ま
う
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
り
言
語
に
封
す
る
沈
黙
を
提
示
す
る
こ
と
は
、
結
局
は

新
た
な
相
釣
概
念
を
創
出
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
封
立
の
超
越
に
向
か
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
言
語
/
沈
黙
の
さ
ら
に
そ
の
彼
方
に
、
文
殊
菩
薩
の
提
示
し
た
沈
黙

と
は
異
な
る
沈
黙
の
境
位
が
要
請
さ
れ
る
。
第
三
の
立
場
、
す
な
わ
ち
維
摩
詰
の
沈
黙
は
、
言
語
に
釣
す
る
沈
黙
を
提
示
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
彼
方
に
あ
る
墳
位
を

指
示
せ
ん
が
た
め
の
沈
黙
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
鳩
摩
羅
什
は
「
夫
れ
黙
・
語
は
殊
な
る
と
難
も
、
宗
を
明
ら
か
に
す
る
は
一
な
り
。
舎
す
る
所
は
一
な
り
と
難
も
、

而
れ
ど
も
迩
に
精
鍾
有
り
。
無
言
を
一
吉
田
う
有
る
は
、
未
だ
無
言
を
言
う
無
き
に
若
か
ざ
る
が
故
に
、
黙
然
の
論
は
、
論
の
妙
な
り
(
夫
黙
認
難
殊
、
明
宗
一
也
。
所
舎
雌
て

而
迩
有
精
態
。
有
言
於
無
言
、
未
若
無
言
於
無
音
一
回
故
、
黙
然
之
論
、
論
之
妙
也
)
」
{
『
注
維
摩
詰
経
』
入
不
二
法
門
品
第
九
、
大
正
競
三
八
・
三
九
九
中
]
と
述
べ
、
文
殊
菩
薩
と

維
摩
詰
は
い
ず
れ
も

に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
の
な
い
維
摩
詰
を
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
鳩
摩

[
言
語
に
も
た
ち
さ
れ
な
い
も
の
]

羅
什
は
こ
こ
で
、
維
摩
詰
の
沈
黙
を
「
論
」
と
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
道
生
は
「
文
殊
は
説
く
べ
き
無
き
を
明
ら
か
に
す
る
と
難
も
、
未
だ

軒
町
一
都
軒
以
ぷ
同
鵬
一
川
村
民
的
割
引
が
っ
h
o
是
を
以
て
維
摩
黙
然
た
り
。
無
言
に
し
て
以
て
言
の
不
賓
を
表
す
。
言
苧
し
果
た
し
て
賞
あ
ら
ば
宣
に
黙
す
べ
け
ん
や
(
文
殊

「
宗
を
明
ら
か
に
す
る
」

勲
で
共
湿
す
る
が
、

「無吉一口」

難
明
無
可
説
、
而
未
明
設
矯
無
説
也
。
是
以
維
摩
黙
然
。
無
言
以
表
言
之
不
寅
。
言
若
果
賓
由
旦
可
黙
哉
)
」
[
『
注
維
摩
詰
経
』
入
不
二
法
門
品
第
九
、
大
正
競
三
八
・
三
九
九
下
]

と
解
蹄
押
し
、
維
摩
詰
の
沈
黙
は
単
な
る
言
語
/
沈
黙
と
い
う
こ
項
劉
立
の
彼
方
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
と
は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
王
坦
之

が
支
遁
に
釣
し
て
沈
黙
し
た
こ
と
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
思
想
的
背
景
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
王
担
之
の
述
べ
た
「
言
・
黙
の
未
だ
究
め
ざ
る
所
」
と
は
、
嘗

時
の
悌
教
的
思
惟
の
精
華
に
も
密
接
に
闘
連
し
つ
つ
、
言
語
/
沈
黙
の
相
封
的
釣
立
を
超
え
て
、
さ
ら
に
そ
の
彼
方
に
あ
る
境
位
を
定
立
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

結

本
稿
は
玉
坦
之
の
言
語
思
想
と
、
そ
の
背
後
に
あ
る
思
想
的
堆
積
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

王
坦
之
は
儒
教
的
規
範
に
厳
格
な
立
場
か
ら
同
時
代
の
放
達
的
気
還
を
批
判
し
、
ま
た
そ
の
淵
源
と
な
っ
た
『
延
子
』
に
到
す
る
批
判
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、

儒
数
的
規
範
と
『
老
子
』
と
を
結
び
つ
け
て
お
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
彼
は
、
玄
撃
的
思
惟
を
継
承
す
る
者
で
も
あ
っ
た
。
た
だ
王
坦
之
は
『
荏
子
』
に
否
定
的
で
あ
り

つ
つ
も
、
彼
の
議
論
の
深
底
は
往
々
に
し
て
『
延
子
』
に
依
捺
し
て
い
た
ロ
王
坦
之
は
「
道
」
「
徳
」
が
ニ
一
一
白
一
語
や
沈
黙
を
も
超
え
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
『
荘



子
』
を
典
擦
と
し
つ
つ
、
王
弼
・
郭
象
と
い
っ
た
玄
撃
的
思
惟
の
影
響
の
も
と
、
言
語
/
沈
黙
の
さ
ら
に
そ
の
先
を
志
向
し
つ
つ
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

方

王

坦
之
の
思
想
に
は
併
教
の
影
響
を
引
く
面
も
あ
っ
た
。
王
坦
之
の
支
遁
に
射
す
る
沈
黙
は
、
『
維
摩
経
』
に
も
と
づ
き
つ
つ
、
や
は
り
言
語
/
沈
黙
の
相
射
的
封
立
の
彼
方

に
あ
る
境
位
を
開
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

注
(
l
)
 
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
堀
池
信
夫
「
表
頒
「
崇
有
論
」
考
」

一
九
八
八
)
参
看
。

(
2
)
『
春
秋
左
氏
俸
』
閲
公
元
年
に
費
・
仲
孫
の
設
言
と
し
て
「
臣
之
を
聞
く
。
囲
の
終
に
亡
ぴ
ん
と
す
る
に
、
本
必
ず
先
に
顛
り
、
而
る
後
に
枝
葉
之
に
従
う
(
臣
閣
之
ロ
園
時
間
亡
、
本
必

先
類
、
而
後
枝
葉
従
之
)
」
と
あ
る
。

(
3
)
儒
数
・
老
荘
隻
方
の
機
能
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
李
充
『
畠
宇
筏
』
に
「
先
王
は
道
徳
の
行
わ
れ
ざ
る
を
以
て
の
故
に
、
仁
義
を
以
て
之
を
化
す
。
仁
義
を
行
う
の
篤
か
ら
ざ
る
が
故
に
、

と

り

し

ま

も

よ

い

よ

謹
律
を
以
て
之
を
検
る
。
之
を
検
る
こ
と
禰
い
よ
繁
な
れ
ば
、
備
も
亦
た
愈
い
よ
庚
し
。
老
荘
は
是
れ
乃
ち
無
矯
の
盆
を
明
ら
か
に
し
、
手
欲
の
門
を
塞
ぐ
な
り
(
先
王
以
道
徳
之
不

行
故
、
以
仁
義
化
之
。
行
仁
義
之
不
篤
故
、
以
謹
律
検
之
。
検
之
輔
繁
、
而
僑
亦
愈
庚
。
老
妊
是
乃
明
無
矯
之
盆
、
塞
争
欲
之
門
)
」
と
の
言
が
あ
り
、
李
充
は
嘗
時
の
儒
教
の
現
寅
態

に
は
末
期
的
症
朕
が
現
れ
て
い
る
と
み
て
い
た
。

(
4
)
『
論
垣
間
』
属
政
篇
「
七
十
に
し
て
心
の
欲
す
る
所
に
従
い
て
、
矩
を
蹄
え
ず
(
七
十
市
従
心
所
欲
、
不
論
矩
)
」
に
つ
い
て
、
皇
侃
『
論
語
義
疏
』
の
引
く
李
充
の
設
に
、
「
聖
人
は
微
妙

玄
遁
に
し
て
、
深
く
し
て
識
る
べ
か
ら
ず
(
聖
人
微
妙
玄
通
、
深
不
可
識
)
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
儒
数
的
聖
人
を
賞
賛
す
る
の
に
『
老
子
』
第
十
五
章
の
語
葉
を
用
い
て
お
こ
な
う
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
も
李
充
が
玄
昌
子
的
思
惟
を
継
承
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し

か

か

か

(
5
)
『
提
子
』
天
運
に
「
故
に
西
施
心
を
病
み
て
其
の
里
に
蹟
む
。
其
の
里
の
醜
人
之
を
見
て
之
を
美
と
し
、
島
り
て
亦
た
心
を
捧
え
て
其
の
里
に
績
む
。
其
の
里
の
富
人
之
を
見
る
に
、
堅

た

ず

き

に

く
門
を
閉
ざ
し
て
出
で
ず
。
貧
人
之
を
見
る
に
、
妻
子
を
翠
え
て
去
り
走
ぐ
。
彼
臓
を
美
と
す
る
を
知
る
も
、
而
れ
ど
も
瞭
の
美
た
る
所
以
を
知
ら
ず
(
故
西
施
病
心
市
蹟
其
塁
。
其

里
之
醜
人
見
之
而
美
之
、
賜
亦
捧
心
而
瞭
其
里
。
其
里
之
宮
人
見
之
、
堅
閉
門
而
不
出
。
貧
人
見
之
、
撃
妻
子
而
去
走
。
彼
知
蹟
美
、
而
不
知
瞭
之
所
以
美
)
」
と
あ
る
。
絶
世
の
美
人

で
あ
る
西
施
が
顔
を
筆
め
、
そ
れ
を
見
た
醜
人
が
模
倣
し
て
顔
を
鍾
め
た
と
こ
ろ
、
村
人
が
逃
げ
去
っ
た
と
い
う
故
事
で
あ
る
。

[
垂
れ
下
が
る
}

ζ

と
さ
=
b

【
郭
察
】

(6)
『
後
漢
書
』
郵
太
俸
に
「
嘗
て
陳
梁
の
閃
に
於
い
て
行
き
て
雨
に
遇
い
、
巾
の
一
角
塾
る
。
時
人
乃
ち
故
に
巾
の
一
角
を
折
り
て
、
以
て
林
宗
巾
と
矯
す
。
其
の
慕
わ
る
る
こ
と
皆

此
の
知
し
(
嘗
於
陳
梁
閲
行
遇
雨
、
巾
一
角
塾
。
時
人
乃
故
折
巾
一
角
、
以
矯
林
宗
巾
。
其
見
慕
皆
如
此
)
」
と
あ
る
。
な
お
『
後
漢
書
』
で
は
著
者
泡
醸
の
父
の
詩
を
避
け
る
た
め
、
「
郭

泰
」
を
「
郭
太
」
に
作
る
。

(
7
)
た
だ
し
箔
育
の
行
論
は
、
営
然
な
が
ら
同
時
代
に
射
す
る
現
賓
的
・
政
治
的
意
園
も
有
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
吉
川
忠
夫
は
「
王
何
の
亜
流
と
考
え
ら
れ
る
司
馬
星
た
ち

省
時
の
清
談
の
徒
に
む
か
つ
て
、
桓
温
の
践
居
を
許
し
た
責
任
を
追
及
し
、
彼
ら
の
舞
一
躍
を
う
な
が
す
意
圃
の
も
と
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
す
る
。
吉
川
忠
夫
『
六

朝
精
神
史
研
究
』
{
同
朋
舎
、
一
九
八
四
〉
参
看
。

(
8
)

沼
市
用
と
王
坦
之
と
の
績
柄
に
つ
い
て
、
『
世
説
新
語
』
方
正
篇
渡
引
『
王
氏
譜
』
に
は
「
王
畑
一
之
は
順
陽
郡
の
沼
涯
の
女
を
要
る
。
名
は
蓋
、
卸
ち
簡
の
妹
な
り
。
悦
を
生
む
(
主
坦

(
『
哲
拳
・
思
想
事
系
論
集
』
昭
和
五

0
年
度
、

一
九
七
五
)
お
よ
び
堀
池
信
夫
『
漢
貌
思
想
史
研
究
』
(
明
治
書
院
、

七
七



七
八

之

妻

順

陽

郡

斑

狂

女

。

名

蓋

、

卸

宵

妹

也

。

生

枕

)

」

と

あ

る

。

わ

た

(
9
)
な
お
『
世
設
新
語
』
言
語
篇
に
お
い
て
も
、
康
訴
は
王
坦
之
と
韓
康
伯
に
つ
い
て
「
若
し
文
度
来
た
ら
ば
、
我
偏
師
を
以
て
之
を
待
た
ん
。
康
伯
来
た
ら
ば
、
河
を
滑
り
て
舟
を
焚
か
ん
(
若

文
度
来
、
我
以
偏
師
待
之
。
康
伯
来
、
糖
、
河
焚
舟
ご
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
談
論
の
相
手
が
王
坦
之
で
あ
る
な
ら
ば
慮
載
す
る
が
、
韓
康
伯
な
ら
ば
逃
げ
出
す
し
か
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
庚
訴
は
、
口
先
の
融
市
論
に
つ
い
て
は
、
玉
坦
之
よ
り
も
韓
康
伯
を
よ
り
恐
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

{
印
)
王
坦
之
「
公
議
論
」
に
つ
い
て
、
焼
屋
邦
夫
は
「
坦
之
の
論
は
、
公
を
最
高
に
お
き
、
そ
の
公
(
天
地
自
然
の
管
矯
)
に
卸
し
た
聖
人
の
矯
政
を
顕
彰
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
貧
際
に
は
、

人
閉
世
界
の
形
式
と
し
て
の
謙
を
肯
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
意
義
を
も
っ
」
と
し
て
い
る
。
蜂
屋
邦
夫
「
王
畑
一
之
の
思
想
i

|
上
東
背
中
期
の
荘
子
批
判
」
(
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

七
五
、
一
九
七
八
)
参
看
。
な
お
、
王
坦
之
「
公
謙
論
」
と
韓
康
伯
「
嬬
謙
論
」
に
つ
い
て
は
、
堀
池
信
夫
「
無
と
遁
l

|韓
康
伯
の
思
想
」
合
一
一
園
志
事
曾
編
『
狩
野
直
頑
先
生
傘
寿

記
念
=
一
因
志
論
集
』
、
汲
古
書
院
、
二

O
O八
)
参
看
。

(U)
王
坦
之
は
生
涯
に
わ
た
り
、
一
切
の
私
的
部
分
を
排
除
す
る
こ
と
を
最
も
重
要
視
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
『
耳
目
書
』
王
坦
之
停
に
「
絡
に
臨
み
て
、
謝
安
・
桓
沖
に
曹
を
輿
え
て
言

ぅ
、
私
に
及
ば
ざ
れ
、
惟
だ
園
家
の
事
を
憂
え
よ
と
(
臨
終
、
輿
謝
安
桓
沖
書
号
一
問
、
不
及
私
、
惟
憂
商
家
之
事
)
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

(
ロ
〉
こ
こ
で
王
坦
之
が
「
公
」
に
関
連
し
て
「
泰
」
と
述
べ
た
こ
と
、
お
よ
び
「
謙
」
の
義
へ
の
言
及
は
、
ど
ち
ら
も
『
周
易
』
を
典
榛
と
す
る
。
『
周
易
』
泰
卦
象
停
に
は
「
又
純
一
父
わ
り

て
高
物
通
ず
る
な
り
。
上
下
交
わ
り
て
其
の
志
向
じ
き
な
り
(
天
地
交
而
高
物
遁
也
。
上
下
交
而
其
志
向
也
)
」
と
あ
る
ロ
ま
た
、
『
周
易
』
謙
卦
象
停
に
は
「
天
道
は
盈
を
肪
き
て
謙

に
儲

V
、
地
道
は
盈
色
蹴

γ
て
謙
に
糊

γ
、
鬼
神
は
盈
を
酎
な
い
て
謙
に
繭
し
、
人
道
は
盈
を
悪
み
て
謙
を
好
む
(
天
道
肪
盈
而
盆
謙
、
地
道
幾
盈
而
流
謙
、
鬼
神
害
盈
市
頑
謙
、
人

道
慈
盈
而
好
議
)
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
、
蜂
屋
邦
夫
「
王
坦
之
の
思
想
・
1
上
京
耳
目
中
期
の
薙
子
批
判
」
(
前
掲
)
参
看
。

(
国
)
こ
こ
で
の
『
荘
子
』
批
判
は
、
『
延
子
』
怯
優
に
「
天
下
の
善
人
少
な
く
し
て
、
不
善
人
多
け
れ
ば
則
ち
、
聖
人
の
天
下
を
利
す
る
や
少
な
く
し
て
、
天
下
を
害
す
る
や
多
し
。
故
に
日
く
、

唇
臨
る
れ
ば
則
ち
歯
寒
く
、
魯
酒
薄
く
し
て
榔
郭
固
ま
れ
、
聖
人
生
じ
て
大
盗
起
こ
る
(
天
下
之
善
人
少
、
而
不
善
人
多
、
則
聖
人
之
利
天
下
也
少
、
而
害
天
下
也
多
。
故
目
、
唇
靖
則
歯
案
、

魯
酒
薄
而
榔
都
圏
、
聖
人
生
而
大
盗
起
)
」
と
あ
る
聖
人
批
判
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
『
菓
子
』
に
向
け
で
縛
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
凶
)
「
利
而
不
害
、
天
之
道
也
。
矯
而
不
季
、
聖
之
徳
也
」
と
は
、
『
老
子
』
第
八
十
一
章
「
天
の
道
は
、
利
し
て
害
な
わ
ず
。
聖
人
の
這
は
、
矯
し
て
争
わ
ず
(
天
之
道
、
利
而
不
害
。
聖
人
之
道
、

矯
而
不
争
)
」
を
韓
倒
さ
せ
て
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
「
莫
知
誰
氏
」
は
『
老
子
』
第
四
章
に
「
吾
誰
の
子
な
る
か
を
知
ら
ず
(
吾
不
知
誰
之
子
)
」
と
あ
り
、
ま
た
第
二
十
五
章
王
弼
注
に
「
其

の
誰
の
子
な
る
か
を
知
ら
ず
。
故
に
天
地
に
先
ん
じ
て
生
ず
〈
不
知
其
誰
之
子
。
故
先
天
地
生
)
」
と
あ
る
。
「
玄
同
」
は
『
老
子
』
第
五
十
六
章
に
「
其
の
党
を
塞
ぎ
、
其
の
門
を
閉
ざ
し
、

其
の
鋭
を
挫
き
、
其
の
分
を
解
き
、
其
の
光
に
和
し
、
其
の
塵
に
同
じ
く
す
、
是
を
玄
伺
と
謂
う
(
塞
其
免
、
閉
其
門
、
挫
其
鋭
、
解
其
分
、
冶
其
光
、
同
其
慶
、
是
謂
玄
同
)
」
と
あ

る
。
「
用
之
而
不
既
」
は
『
老
子
』
第
三
十
五
章
に
「
之
を
硯
れ
ど
も
見
る
に
足
ら
ず
、
之
を
聴
開
γ
」
も
聞
く
に
足
ら
ず
、
之
を
用
う
れ
ど
も
既
く
す
に
足
ら
ず
(
硯
之
不
足
見
、
聴
之

不
足
問
、
用
之
不
足
既
)
」
と
あ
る
。
一
方
、
「
重
畳
」
は
『
周
易
』
繋
辞
上
停
「
蹟
を
探
り
隠
を
索
め
、
深
に
鈎
し
濯
を
致
し
、
以
て
天
下
の
古
畑
を
定
点
ヌ
下
の
聾
重
を
成
す
摘
は
、

蓄
亀
よ
り
大
な
る
は
莫
し
(
探
蹟
索
隠
、
鈎
深
致
港
、
以
定
天
下
之
吉
凶
、
成
天
下
之
墓
聾
者
、
莫
大
乎
蕃
亀
)
」
お
よ
び
繋
酔
下
傍
「
能
く
諸
を
心
に
説
び
、
能
く
諸
を
慮
に
研
き
、

天
下
の
吉
凶
を
定
め
、
天
下
の
蓮
華
を
成
す
者
な
り
(
能
説
諸
心
、
能
研
諸
慮
、
定
天
下
之
吉
凶
、
成
天
下
之
直
筆
者
)
」
、
「
日
新
」
は
『
周
易
』
繋
齢
上
俸
「
日
に
新
た
に
す
、
之
を

盛
徳
と
謂
う
(
日
新
、
之
謂
盛
徳
)
」
に
も
と
づ
く
。

(
凶
)
聖
人
が
高
速
・
深
淵
な
る
も
の
を
種
得
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
身
近
な
と
こ
ろ
で
機
能
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
王
弼
の
設
一
言
を
ふ
ま
え
る
も
の
で
あ
る
。
『
世
設
新
語
幅
』
文
撃
篇
に
は
、

お
し

王
弼
が
袈
徽
に
劃
し
て
「
聖
人
は
無
を
捜
す
る
も
、
無
は
叉
た
以
て
訓
う
べ
か
ら
ず
。
故
に
言
は
必
ず
有
に
及
ぶ
。
老
荘
は
未
だ
有
を
売
れ
ず
。
恒
に
其
の
足
ら
ざ
る
所
を
訓
う
(
聖

人
種
無
、
無
叉
不
可
以
訓
。
故
一
吉
必
及
有
。
老
荘
未
発
於
有
。
怪
訓
其
所
不
足
)
」
と
述
べ
た
と
あ
る
。

(
国
)
「
粂
忘
」
は
『
荘
子
』
天
運
に
「
親
を
し
て
我
を
忘
れ
し
む
る
は
易
く
、
天
下
を
粂
忘
す
る
は
難
し
。
天
下
を
粂
忠
す
る
は
易
く
、
天
下
を
し
て
我
を
粂
忘
せ
し
む
る
は
難
し
(
使
親
忘
我
易
、



お
の

粂
忘
天
下
難
。
策
忘
天
下
易
、
使
天
下
粂
忘
我
難
)
」
と
あ
り
、
郭
象
注
は
「
各
お
の
自
ら
忘
る
れ
ば
、
主
は
其
れ
安
く
に
か
在
る
か
。
斯
れ
所
謂
粂
忘
な
り
(
各
自
忘
失
、
主
其
安
在
乎
。

斯
所
謂
粂
忘
也
)
」
と
す
る
。
「
無
心
」
は
『
妊
子
』
天
地
に
は
「
記
に
日
く
、
一
に
通
じ
て
高
官
宇
畢
く
さ
れ
、
無
心
得
ら
れ
て
鬼
神
服
す
(
記
目
、
逼
於
一
而
高
事
畢
、
無
心
得
而
鬼
紳
服
)
」

【
喧
々
と
し
て
い
て
〕

と
あ
り
、
『
妊
子
』
知
北
遊
に
は
「
媒
媒
晦
晦
、
無
心
に
し
て
輿
に
謀
る
べ
か
ら
ず
(
媒
媒
晦
晦
、
無
心
而
不
可
輿
謀
)
」
と
あ
る
。

(
げ
〉
な
お
こ
れ
に
関
連
し
て
、
郭
象
の
言
語
思
想
に
つ
い
て
は
、
高
野
淳
一
「
中
園
中
世
に
お
け
る
言
語
観
の
一
側
面
|
|
郭
象
と
支
遁
を
め
ぐ
っ
て
」
(
大
久
保
陸
部
教
授
退
官
記
念
論
集

刊
行
舎
編
『
大
久
保
隆
郎
教
授
温
宮
記
念
漢
意
と
は
何
か
』
、
東
方
書
庖
、
二

O
O
二
参
看
。

(
国
〉
『
延
子
』
外
物
の
記
述
は
以
下
の
遁
り
。

蓋
と
は
魚
を
在
る
所
以
に
し
て
、
魚
を
得
て
蓋
を
忘
る
。
蹄
と
は
兎
を
在
る
所
以
に
し
て
、
兎
を
得
て
蹄
を
忘
る
。
言
と
は
意
を
在
る
所
以
に
し
て
、
意
を
得
て
言
を
忘
る
。
吾
安

く
ん
ぞ
夫
の
忘
言
の
人
を
得
て
、
之
と
輿
に
言
わ
ん
や
。

(
杢
者
所
以
在
魚
、
得
魚
市
忘
蓋
。
蹄
者
所
以
在
兎
、
得
兎
而
忘
蹄
ロ
言
者
所
以
在
意
、
得
意
而
忘
言
。
五
回
安
得
夫
忘
言
之
人
、
而
輿
之
言
哉
。
)

(
国
)
言
壷
意
・
言
不
章
一
意
問
題
に
つ
い
て
は
、
蜂
屋
邦
夫
「
言
壷
意
論
と
言
不
畳
一
意
論
」
(
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
八
六
、
一
九
八
一
)
お
よ
び
堀
池
信
夫
『
漠
貌
思
想
史
研
究
』
(
前
掲
)
、

中
島
隆
博
『
残
響
の
中
園
哲
皐
言
語
と
政
治
』
(
東
京
大
事
出
版
曾
、
二

O
O七
)
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
和
久
希
「
言
壷
意
・
一
言
不
登
意
論
考
」
(
『
中
園
文
化
』
六
六
、
二

O
O
八
)
参
看
。

(
初
)
以
下
、
玉
弼
の
行
論
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
和
久
希
「
一
言
壷
意
・
号
一
ロ
不
登
意
論
考
」
(
前
掲
)
参
看
。

(
幻
〉
言
語
と
員
理
、
あ
る
い
は
そ
の
檀
得
や
侍
遣
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
嘗
時
の
漢
語
偽
典
と
中
園
惇
統
思
想
を
あ
わ
せ
て
検
討
し
た
も
の
と
し
て
は
、
丘
山
新
「
東
耳
目
期
例
数
に
お
け

る
言
語
と
員
理
」
(
『
東
洋
文
化
』
六
六
、
一
九
八
六
)
参
看
。

姐
】

(
辺
)
た
だ
し
「
沙
門
不
得
矯
高
士
論
」
執
筆
の
経
緯
に
つ
い
て
、
『
世
説
新
語
』
は
「
玉
北
中
部
、
林
公
の
知
る
所
と
矯
ら
ず
(
王
北
中
部
、
不
矯
林
公
所
知
ご
と
し
て
お
り
、
沙
門
た
る

支
遁
の
知
温
を
得
る
以
前
、
王
坦
之
に
は
や
や
屈
折
し
た
感
情
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

(
お
)
こ
の
話
柄
は
『
高
僧
俸
』
に
も
見
え
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
世
一
法
飾
」
は
「
佐
一
法
仰
」
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
『
高
僧
惇
』
巻
第
四
・
義
解
一
・
菅
剣
沃
洲
山
支
遁
に
見
え
て
い
る

記
述
は
以
下
の
通
り
。

時
に
東
土
に
復
た
竺
法
仰
な
る
者
有
り
。
慈
解
致
閣
、
王
畑
一
之
の
重
ん
ず
る
所
と
鋳
る
。
亡
後
に
も
猶
お
形
を
見
わ
し
て
主
に
詣
旬
、
局
ま
す
に
行
業
を
以
て
す
。

〈
時
東
土
復
有
竺
法
仰
者
。
慧
解
致
問
、
矯
王
坦
之
所
重
。
亡
後
猶
見
形
詣
王
、
局
以
行
業
薦
。
)

(
M

此
)
『
世
説
新
垣
間
』
劉
孝
標
注
に
は
「
維
摩
詰
経
に
日
く
、
文
殊
師
利
、
維
摩
詰
に
問
い
て
云
く
、
何
者
か
是
れ
菩
薩
の
入
不
二
法
門
な
る
か
と
。
時
に
維
摩
詰
黙
然
と
し
て
無
言
た
り
。
文

殊
師
利
歎
じ
て
臼
く
、
是
れ
員
に
入
不
二
法
門
な
り
(
維
摩
諮
経
目
、
文
殊
鋼
利
、
問
維
摩
詰
云
、
何
者
是
菩
薩
入
不
二
法
門
。
時
維
摩
詰
黙
然
無
言
。
文
殊
師
利
歎
目
、
是
具
入
不

二
法
門
也
)
」
と
あ
る
が
、
維
摩
詰
の
沈
献
に
つ
い
て
は
、
現
存
す
る
=
一
園
呉
・
支
謙
譲
『
維
摩
詰
経
』
に
は
見
え
て
お
ら
ず
、
本
稿
で
は
以
下
、
東
晋
・
鳩
摩
羅
什
誇
『
維
摩
詰
所
説
経
』

を
用
い
て
論
じ
る
。
な
お
「
入
杢
一
法
門
」
の
解
稗
に
つ
い
て
は
、
橋
本
芳
契
「
大
乗
悌
教
に
お
け
る
入
不
二

E
S
F司
自
耳
目
)
の
哲
拳
l
|
維
摩
経
第
九
章
の
一
考
察
」
(
『
金
津

大
挙
法
文
筆
部
論
集
(
哲
拳
篇
)
』
二
ニ
、
一
九
六
六
)
お
よ
び
菅
野
博
史
「
中
園
に
お
け
る
『
維
摩
経
』
入
不
二
法
門
品
の
諸
解
緯
|
|
併
教
に
お
け
る
員
理
と
言
語
」
(
『
大
倉
山
論
集
』

二
二
、
一
九
八
七
)
を
参
照
し
た
。

(
お
)
な
お
、
王
坦
之
と
同
じ
く
東
耳
目
期
に
あ
っ
て
、
孫
紳
も
ま
た
形
市
上
的
境
位
へ
の
突
破
を
志
向
し
、
そ
の
よ
う
な
境
位
に
お
い
て
は
言
語
/
沈
黙
の
相
封
的
封
立
が
霧
消
す
る
と
し
て

い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
和
久
希
「
形
而
上
へ
の
突
破
l
|
孫
縛
小
考
」
{
『
中
園
文
化
』
七
O
、二

O
二
己
参
看
。

七
九


